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『こうぎん・ビビッド・ファンド』の取り扱い開始

こどもサッカー教室を開催

エコ住宅ローンの取り扱い開始

食をテーマとした商談会を開催

次世代育成支援

　当行は、地域の成長基盤強化に向けた取り組みの一環として、
成長分野に取り組むお客さまを支援するため、ファンド総額
100億円の「こうぎん・ビビッド・ファンド」を新設いたし
ました。
　対象分野は農商工連携事業や食品加工・製造関連事業など
の8分野で、ご融資金額は1,000万円以上、取扱期間は平成
24年3月までとなっております。
　本ファンドの活用を通じて、地域経済の発展をサポートし
てまいります。

　当行は、地域のこどもたちを対象に、競技の普及やジュニア
育成を通じて地域のスポーツ振興に貢献していくことを目的

として、高知大学との合同
による「こどもサッカー教
室」を開催いたしました。

　当行は、太陽光発電等各種省エネ設備を備え環境に配慮
した住宅の新築・増改築・借り換え等にご利用いただける

「 エ コ 住 宅 ロ ー ン 」
を発売いたしました。
　この商品は、最終
ご返済日にいたるま
でのご融資期間中、
当 行 の 住 宅 ロ ー ン
基準金利より引下げ
した金利を適用させ
ていただきます。

　当行は、高知県、一般財団法人高知県地産外商公社、株式
会社四国銀行との合同による「食の大商談会2010」を11月
25日と26日の二日間にわたって開催いたしました。これは、
高知県産業振興計画の取り組みの柱である地産地消・地産外
商戦略を推し進めることを目的に、官民4者が相互に連携し開
催に至ったものです。
　当行はこれまでに2回「高知の食を元気にする商談会　うま
い国土佐」を開催してまいりましたが、今回は合同商談会と
なったことから、出店
事業者は94社、仕入れ
業者は102社とほぼ倍
増し、スケールメリット
の効果も期待できる商
談会となりました。

　当行は、次世代育成支援対策推進法
（次世代法）に基づく、仕事と家庭の両立支援に積極的に取り
組む企業に対する認定制度「基準適合一般事業主」の2回目の
認定を高知労働局より受けました（2010年認定事業主）。
　次世代法では、次の世代を担うこどもたちが健やかに生まれ
育つ社会を形成するために、安心して出産と子育てができる
職場環境の整備を事業者に対して求めており、当行はこれから
も、職員が能力を十分に発揮しながら、仕事と子育ての両立を
図ることができるような職場環境の整備を進めてまいります。
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